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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行す
るための方法であって、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告することと、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが特定のチャネル品質情報（ＣＱＩ）
テーブルを示すかどうかを決定することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示すとき、前記複数のＵＥカテゴリー
から最も高いＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示さないとき、前記複数のＵＥカテゴ
リーから、前記最も高いＵＥカテゴリー以外の１つのＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
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　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定することをさら
に備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６ＱＡ
Ｍで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行するための装置であって、前記
装置は、ユーザ機器（ＵＥ）であり、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告することと、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが特定のチャネル品質情報（ＣＱＩ）
テーブルを示すかどうかを決定することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示すとき、前記複数のＵＥカテゴリー
から最も高いＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示さないとき、前記複数のＵＥカテゴ
リーから、前記最も高いＵＥカテゴリー以外の１つのＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を行うように構成された、装置。
【請求項９】
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、請求項８に
記載の装置。
【請求項１２】
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　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成
されたかどうかを決定するようにさらに構成され、ここにおいて、前記複数のＵＥカテゴ
リーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６ＱＡＭで構成されたとき、前記ｅＮ
Ｂから受信されると決定される、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行するための装置であって、前記
装置は、ユーザ機器（ＵＥ）であり、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告するための手段と、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが特定のチャネル品質情報（ＣＱＩ）
テーブルを示すかどうかを決定するための手段と、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示すとき、前記複数のＵＥカテゴリー
から最も高いＵＥカテゴリーを選択するための手段と、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示さないとき、前記複数のＵＥカテゴ
リーから、前記最も高いＵＥカテゴリー以外の１つのＵＥカテゴリーを選択するための手
段と、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定するための手段と、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行するための手段
と
　を備える、装置。
【請求項１６】
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ＵＥが、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
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　請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定するための手段
をさらに備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５
６ＱＡＭで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行す
るためのコンピュータ実行可能コードを記憶する、非一時的な、コンピュータ可読媒体で
あって、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが特定のチャネル品質情報（ＣＱＩ）
テーブルを示すかどうかを決定することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示すとき、前記複数のＵＥカテゴリー
から最も高いＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記シグナリングが前記特定のＣＱＩテーブルを示さないとき、前記複数のＵＥカテゴ
リーから、前記最も高いＵＥカテゴリー以外の１つのＵＥカテゴリーを選択することと、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　請求項２３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項２５に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　請求項２５に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定することをさら
に備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６ＱＡ
Ｍで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　[0079]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施することができる
ようにするために提供したものである。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に
明らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、
特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に
矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そ
のように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは
複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、ま
たは例示の働きをすること」を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説
明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべき
であるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか（some）」という用語は
１つまたは複数を指す。「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およ
びＣのうちの少なくとも１つ」、ならびに「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」
などの組合せは、Ａ、Ｂ、および／またはＣの任意の組合せを含み、複数のＡ、複数のＢ
、または複数のＣを含み得る。詳細には、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」
、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、ならびに「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれら
の任意の組合せ」などの組合せは、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢ、ＡおよびＣ、
ＢおよびＣ、またはＡおよびＢおよびＣであり得、ここで、いかなるそのような組合せも
、Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者
に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な
態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込
まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示したいかなるこ
とも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず
、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という
句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈さ
れるべきではない。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行す
るための方法であって、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告することと、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが前記ｅＮＢから受信されたかどうか
を決定することと、
　前記報告された複数のＵＥカテゴリーと、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグ
ナリングとに基づいて、前記複数のＵＥカテゴリーからＵＥカテゴリーを選択することと
、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
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数を決定する、
　Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定することをさら
に備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６ＱＡ
Ｍで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行するための装置であって、前記
装置は、ユーザ機器（ＵＥ）であり、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告することと、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが前記ｅＮＢから受信されたかどうか
を決定することと、
　前記報告された複数のＵＥカテゴリーと、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグ
ナリングとに基づいて、前記複数のＵＥカテゴリーからＵＥカテゴリーを選択することと
、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を行うように構成された、装置。
［Ｃ９］
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１０］
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１１］
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、Ｃ８に記載
の装置。
［Ｃ１２］
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　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥが２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成
されたかどうかを決定するようにさらに構成され、ここにおいて、前記複数のＵＥカテゴ
リーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６ＱＡＭで構成されたとき、前記ｅＮ
Ｂから受信されると決定される、
　Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１５］
　制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行するための装置であって、前記
装置は、ユーザ機器（ＵＥ）であり、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告するための手段と、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが前記ｅＮＢから受信されたかどうか
を決定するための手段と、
　前記報告された複数のＵＥカテゴリーと、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグ
ナリングとに基づいて、前記複数のＵＥカテゴリーからＵＥカテゴリーを選択するための
手段と、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定するための手段と、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行するための手段
と
　を備える、装置。
［Ｃ１６］
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記ＵＥが、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２１］
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　前記ＵＥは、２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定するための手
段をさらに備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２
５６ＱＡＭで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２２］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって制限付きバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ）を実行す
るためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に複数のＵＥカテゴリーを報告することと、
　前記複数のＵＥカテゴリーに関するシグナリングが前記ｅＮＢから受信されたかどうか
を決定することと、
　前記報告された複数のＵＥカテゴリーと、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグ
ナリングとに基づいて、前記複数のＵＥカテゴリーからＵＥカテゴリーを選択することと
、
　前記選択されたＵＥカテゴリーに基づいて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用す
るためのソフトチャネルビットの総数を決定することと、
　ソフトチャネルビットの前記決定された総数に基づいてＬＢＲＭを実行することと
　を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２３］
　前記ＵＥは、ＵＥカテゴリー１１またはＵＥカテゴリー１２のうちの少なくとも１つが
前記ｅＮＢに報告され、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されたとき、前記複数の
ＵＥカテゴリーから前記ＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２を選択する、
　Ｃ２２に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ２４］
　前記ＵＥは、前記選択されたＵＥカテゴリー１１または前記ＵＥカテゴリー１２に基づ
いて、前記ＵＥにおいてＬＢＲＭのために使用するためのソフトチャネルビットの前記総
数を決定する、
　Ｃ２３に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ２５］
　前記ＵＥカテゴリーは、前記シグナリングが前記ｅＮＢから受信されないとき、送信モ
ード９が前記ＵＥのために構成されたかどうかにさらに基づいて選択される、
　Ｃ２２に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ２６］
　前記ＵＥカテゴリー６は、送信モード９が前記ＵＥのために構成され、前記シグナリン
グが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ２５に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ２７］
　前記ＵＥカテゴリー４は、送信モード９が前記ＵＥのために構成されず、前記シグナリ
ングが前記ｅＮＢから受信されないときに選択される、
　Ｃ２５に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ２８］
　前記ＵＥは、２５６直交振幅変調（ＱＡＭ）で構成されたかどうかを決定することをさ
らに備え、前記複数のＵＥカテゴリーに関する前記シグナリングは、前記ＵＥが２５６Ｑ
ＡＭで構成されたとき、前記ｅＮＢから受信されると決定される、
　Ｃ２２に記載のコンピュータ可読媒体。
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